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(57)【要約】
【課題】コンテンツの出力指示を容易に行うことができ
るユーザーインターフェースを提供する。
【解決手段】出力可能なコンテンツそれぞれに紐付いて
いる画像に対して利用者の操作指示を受け付けた場合、
出力指示を進める画像を表示させる表示制御手段を有し
、出力指示を進める画像は、コンテンツの表示領域に近
い予め定められた位置に表示する。出力指示を進める画
像に対する利用者による操作指示を受け付けると、出力
指示を進める画像の表示領域に近い予め定められた位置
にコード画像と出力サイズ画像を表示する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力可能なコンテンツそれぞれに紐付いている画像に対して利用者の操作指示を受け付
けた場合、出力指示を進める画像を表示させる表示制御手段を有する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記出力指示を進める画像は、前記コンテンツの表示領域に近い予め定められた位置に
表示する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記出力指示を進める画像は、他のオブジェクト画像と重ならない表示領域に表示する
、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記出力指示を進める画像は、前記コンテンツに重ねて表示する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記出力指示を進める画像は、利用者による操作指示を受け付けると表示態様が変化す
る、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記出力指示を進める画像を操作する度に出力対象の指定の有無が切り替わる、
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　表示態様が変化した前記出力指示を進める画像の表示領域に近い予め定められた領域に
対する利用者による操作指示を受け付けると、前記出力指示を進める画像が利用者による
操作指示を受け付けない状態に変化する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記コンテンツ及び前記出力指示を進める画像が表示されていない表示領域に対する利
用者による操作指示を受け付けると、前記出力指示を進める画像が利用者による操作指示
を受け付けない状態に変化する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　利用者による操作指示を受け付けると、前記出力指示を進める画像が利用者による操作
指示を受け付けない状態に変化する操作受け付け画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記出力指示を進める画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、前記出力指
示を進める画像の表示領域に近い予め定められた位置にコード画像と出力サイズ画像を表
示する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記コード画像と前記出力サイズ画像は、最後に利用者による操作指示を受け付けた前
記出力指示を進める画像の表示領域に近い予め定められた位置に表示する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記コード画像と出力サイズ画像は、利用者による操作指示を受け付けた複数の前記出
力指示を進める画像のうち中央に位置する前記出力指示を進める画像の表示領域に近い予
め定められた位置に表示する、
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　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記コード画像と出力サイズ画像は、利用者による操作指示を受け付けた複数の前記出
力指示を進める画像のうち中央に位置する前記出力指示を進める画像の表示領域に近い予
め定められた位置に表示可能領域の範囲内で大きく表示する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記出力サイズ画像は、利用者による操作指示を受け付けた複数の前記出力指示を進め
る画像の表示領域に近い予め定められた位置に前記出力指示を進める画像と対にして表示
する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記出力サイズ画像は、複数の候補の出力サイズごとに表示する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記出力サイズ画像が長押しされて利用者による操作指示を受け付けると、前記出力サ
イズ画像に置き換えて複数の候補の出力サイズ画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記コード画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、取得した前記コンテン
ツにアクセスするためのアクセス情報に紐付くコード化されたコードパターンを表示する
、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記コードパターンは、前記情報処理装置の表示面の最前面に表示される、
　ことを特徴とする請求項１７に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記コードパターンが外部機器により読み取られたことが検知された場合、前記コード
パターンの表示を利用者による操作指示を受け付けない状態に変化させる、
　ことを特徴とする請求項１７又は１８に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　前記コードパターンが表示されて予め定められた時間が経過した場合、前記コードパタ
ーンの表示を利用者による操作指示を受け付けない状態に変化させる、
　ことを特徴とする請求項１７又は１８に記載の情報処理装置。
【請求項２１】
　前記コードパターンの表示領域内に、受け付けた利用者による操作指示に応じて前記コ
ードパターンの表示を利用者による操作指示を受け付けない状態に変化する操作受け付け
画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項１７又は１８に記載の情報処理装置。
【請求項２２】
　前記情報処理装置の表示面において前記コードパターンが表示されていない表示領域の
予め定められた位置に、受け付けた利用者による操作指示に応じて前記コードパターンの
表示を利用者による操作指示を受け付けない状態に変化させる操作受け付け画像を表示す
る、
　ことを特徴とする請求項１７又は１８に記載の情報処理装置。
【請求項２３】
　前記出力サイズ画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、前記コンテンツを
出力するためのプレビュー画像が表示されたプレビュー画面を表示する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項２４】
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　前記プレビュー画像に対する利用者による操作指示に応じて、前記プレビュー画像を拡
大又は縮小表示する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２５】
　前記情報処理装置の回転に応じて、前記プレビュー画像を回転表示する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２６】
　前記プレビュー画面が表示されて予め定められた時間が経過した場合、前記プレビュー
画面を非表示にする、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２７】
　前記プレビュー画面の表示領域内に、受け付けた利用者による操作指示に応じて前記プ
レビュー画面を非表示にする操作受け付け画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２８】
　前記情報処理装置の表示面において前記プレビュー画面が表示されていない表示領域の
予め定められた位置に、受け付けた利用者による操作指示に応じて前記プレビュー画面を
非表示にする操作受け付け画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項２９】
　前記プレビュー画面は、表示中のプレビュー画像を他の前記コンテンツに切り換えるた
めの操作受け付け画像を更に表示し、前記操作受け付け画像に対する利用者による操作指
示を受け付けると、他の前記コンテンツのプレビュー画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項３０】
　前記プレビュー画面は、表示中のプレビュー画像に対する利用者の操作指示を受け付け
て他の前記コンテンツのプレビュー画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項３１】
　前記プレビュー画面は、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付け画像を更に
備え、前記操作受け付け画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、前記コンテ
ンツの出力設定パラメータを設定するための出力設定画面を表示する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項３２】
　前記プレビュー画面は、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付け画像を更に
表示し、前記操作受け付け画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、印刷ジョ
ブを前記情報処理装置と接続された印刷装置に送信する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項３３】
　前記プレビュー画面は、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付け画像を更に
表示し、前記操作受け付け画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、利用者に
よる操作指示で選択可能な出力サイズの一覧を表示し、前記出力サイズのひとつが選択さ
れた場合、印刷ジョブを前記情報処理装置と接続された印刷装置に送信する、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の情報処理装置。
【請求項３４】
　コンピュータを、
　出力可能なコンテンツそれぞれに紐付いている画像に対して利用者の操作指示を受け付
けた場合、出力指示を進める画像を表示させる表示制御手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報表示装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチ操作が可能な第１のディスプレイと、第２のディスプレイを含む電子機器に、起
動アイコンを前記第１のディスプレイに表示するステップと、起動アイコンに対するタッ
チ操作の種類を識別するステップと、識別したタッチ操作の種類に応じて起動アイコンを
関連付けたアプリケーション画像を第１のディスプレイおよび第２のディスプレイまたは
いずれか一方のディスプレイに表示するステップとを有する処理を実行させるためのコン
ピュータ・プログラムが知られている（特許文献１）。
【０００３】
　撮像画像と、撮像画像を取得した撮像装置の特徴を表す情報とを取得する画像取得手段
と、画像取得手段により取得された撮像画像を縮小したサムネイル画像を表示し、情報に
基づいて、撮像装置の特徴に応じた画像または文字をサムネイル画像と共に表示する表示
手段とを備える画像表示装置も知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１３２９６５号公報
【特許文献２】特開２００９－２６０５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、コンテンツの出力指示を容易に行うことができるユーザーインターフェース
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の情報処理装置は、
　出力可能なコンテンツそれぞれに紐付いている画像に対して利用者の操作指示を受け付
けた場合、出力指示を進める画像を表示させる表示制御手段を有する、
　ことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記出力指示を進める画像は、前記コンテンツの表示領域に近い予め定められた位置に
表示する、
　ことを特徴とする。
【０００８】
　請求項３記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記出力指示を進める画像は、他のオブジェクト画像と重ならない表示領域に表示する
、
　ことを特徴とする。
【０００９】
　請求項４記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記出力指示を進める画像は、前記コンテンツに重ねて表示する、
　ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項５記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記出力指示を進める画像は、利用者による操作指示を受け付けると表示態様が変化す
る、
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　ことを特徴とする。
【００１１】
　請求項６記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記出力指示を進める画像を操作する度に出力対象の指定の有無が切り替わる、
　ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項７記載の発明は、請求項５に記載の情報処理装置において、
　表示態様が変化した前記出力指示を進める画像の表示領域に近い予め定められた領域に
対する利用者による操作指示を受け付けると、前記出力指示を進める画像が利用者による
操作指示を受け付けない状態に変化する、
　ことを特徴とする。
【００１３】
　請求項８記載の発明は、請求項５に記載の情報処理装置において、
　前記コンテンツ及び前記出力指示を進める画像が表示されていない表示領域に対する利
用者による操作指示を受け付けると、前記出力指示を進める画像が利用者による操作指示
を受け付けない状態に変化する、
　ことを特徴とする。
【００１４】
　請求項９記載の発明は、請求項５に記載の情報処理装置において、
　利用者による操作指示を受け付けると、前記出力指示を進める画像が利用者による操作
指示を受け付けない状態に変化する操作受け付け画像を表示する、
　ことを特徴とする。
【００１５】
　請求項１０記載の発明は、請求項５に記載の情報処理装置において、
　前記出力指示を進める画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、前記出力指
示を進める画像の表示領域に近い予め定められた位置にコード画像と出力サイズ画像を表
示する、
　ことを特徴とする。
【００１６】
　請求項１１記載の発明は、請求項１０に記載の情報処理装置において、
　前記コード画像と前記出力サイズ画像は、最後に利用者による操作指示を受け付けた前
記出力指示を進める画像の表示領域に近い予め定められた位置に表示する、
　ことを特徴とする。
【００１７】
　請求項１２記載の発明は、請求項１０に記載の情報処理装置において、
　前記コード画像と出力サイズ画像は、利用者による操作指示を受け付けた複数の前記出
力指示を進める画像のうち中央に位置する前記出力指示を進める画像の表示領域に近い予
め定められた位置に表示する、
　ことを特徴とする。
【００１８】
　請求項１３記載の発明は、請求項１０に記載の情報処理装置において、
　前記コード画像と出力サイズ画像は、利用者による操作指示を受け付けた複数の前記出
力指示を進める画像のうち中央に位置する前記出力指示を進める画像の表示領域に近い予
め定められた位置に表示可能領域の範囲内で大きく表示する、
　ことを特徴とする。
【００１９】
　請求項１４記載の発明は、請求項１０に記載の情報処理装置において、
　前記出力サイズ画像は、利用者による操作指示を受け付けた複数の前記出力指示を進め
る画像の表示領域に近い予め定められた位置に前記出力指示を進める画像と対にして表示
する、
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　ことを特徴とする。
【００２０】
　請求項１５記載の発明は、請求項１０に記載の情報処理装置において、
　前記出力サイズ画像は、複数の候補の出力サイズごとに表示する、
　ことを特徴とする。
【００２１】
　請求項１６記載の発明は、請求項１０に記載の情報処理装置において、
　前記出力サイズ画像が長押しされて利用者による操作指示を受け付けると、前記出力サ
イズ画像に置き換えて複数の候補の出力サイズ画像を表示する、
　ことを特徴とする。
【００２２】
　請求項１７記載の発明は、請求項１０に記載の情報処理装置において、
　前記コード画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、取得した前記コンテン
ツにアクセスするためのアクセス情報に紐付くコード化されたコードパターンを表示する
、
　ことを特徴とする。
【００２３】
　請求項１８記載の発明は、請求項１７に記載の情報処理装置において、
　前記コードパターンは、前記情報処理装置の表示面の最前面に表示される、
　ことを特徴とする。
【００２４】
　請求項１９記載の発明は、請求項１７又は１８に記載の情報処理装置において、
　前記コードパターンが外部機器により読み取られたことが検知された場合、前記コード
パターンの表示を利用者による操作指示を受け付けない状態に変化させる、
　ことを特徴とする。
【００２５】
　請求項２０記載の発明は、請求項１７又は１８に記載の情報処理装置において、
　前記コードパターンが表示されて予め定められた時間が経過した場合、前記コードパタ
ーンの表示を利用者による操作指示を受け付けない状態に変化させる、
　ことを特徴とする。
【００２６】
　請求項２１記載の発明は、請求項１７又は１８に記載の情報処理装置において、
　前記コードパターンの表示領域内に、受け付けた利用者による操作指示に応じて前記コ
ードパターンの表示を利用者による操作指示を受け付けない状態に変化する操作受け付け
画像を表示する、
　ことを特徴とする。
【００２７】
　請求項２２記載の発明は、請求項１７又は１８に記載の情報処理装置において、
　前記情報処理装置の表示面において前記コードパターンが表示されていない表示領域の
予め定められた位置に、受け付けた利用者による操作指示に応じて前記コードパターンの
表示を利用者による操作指示を受け付けない状態に変化させる操作受け付け画像を表示す
る、
　ことを特徴とする。
【００２８】
　請求項２３記載の発明は、請求項１７又は１８に記載の情報処理装置において、
　前記出力サイズ画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、前記コンテンツを
出力するためのプレビュー画像が表示されたプレビュー画面を表示する、
　ことを特徴とする。
【００２９】
　請求項２４記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
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　前記プレビュー画像に対する利用者による操作指示に応じて、前記プレビュー画像を拡
大又は縮小表示する、
　ことを特徴とする。
【００３０】
　請求項２５記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記情報処理装置の回転に応じて、前記プレビュー画像を回転表示する、
　ことを特徴とする。
【００３１】
　請求項２６記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記プレビュー画面が表示されて予め定められた時間が経過した場合、前記プレビュー
画面を非表示にする、
　ことを特徴とする。
【００３２】
　請求項２７記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記プレビュー画面の表示領域内に、受け付けた利用者による操作指示に応じて前記プ
レビュー画面を非表示にする操作受け付け画像を表示する、
　ことを特徴とする。
【００３３】
　請求項２８記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記情報処理装置の表示面において前記プレビュー画面が表示されていない表示領域の
予め定められた位置に、受け付けた利用者による操作指示に応じて前記プレビュー画面を
非表示にする操作受け付け画像を表示する、
　ことを特徴とする。
【００３４】
　請求項２９記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記プレビュー画面は、表示中のプレビュー画像を他の前記コンテンツに切り換えるた
めの操作受け付け画像を更に表示し、前記操作受け付け画像に対する利用者による操作指
示を受け付けると、他の前記コンテンツのプレビュー画像を表示する、
　ことを特徴とする。
【００３５】
　請求項３０記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記プレビュー画面は、表示中のプレビュー画像に対する利用者の操作指示を受け付け
て他の前記コンテンツのプレビュー画像を表示する、
　ことを特徴とする。
【００３６】
　請求項３１記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記プレビュー画面は、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付け画像を更に
備え、前記操作受け付け画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、前記コンテ
ンツの出力設定パラメータを設定するための出力設定画面を表示する、
　ことを特徴とする。
【００３７】
　請求項３２記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記プレビュー画面は、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付け画像を更に
表示し、前記操作受け付け画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、印刷ジョ
ブを前記情報処理装置と接続された印刷装置に送信する、
　ことを特徴とする。
【００３８】
　請求項３３記載の発明は、請求項２３に記載の情報処理装置において、
　前記プレビュー画面は、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付け画像を更に
表示し、前記操作受け付け画像に対する利用者による操作指示を受け付けると、利用者に
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よる操作指示で選択可能な出力サイズの一覧を表示し、前記出力サイズのひとつが選択さ
れた場合、印刷ジョブを前記情報処理装置と接続された印刷装置に送信する、
　ことを特徴とする。
【００３９】
　前記課題を解決するために、請求３４に記載のプログラムは、
　コンピュータを、
　出力可能なコンテンツそれぞれに紐付いている画像に対して利用者の操作指示を受け付
けた場合、出力指示を進める画像を表示させる表示制御手段、
　として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００４０】
　請求項１、３４に記載の発明によれば、コンテンツの出力指示を容易に行うことができ
るユーザーインターフェースを提供することができる。
【００４１】
　請求項２に記載の発明によれば、コンテンツと出力指示を進める画像を関連付けて表示
することができる。
【００４２】
　請求項３に記載の発明によれば、情報処理装置の表示面に出力指示を進める画像を表示
することができる。
【００４３】
　請求項４に記載の発明によれば、コンテンツと出力指示を進める画像を関連付けて表示
することができる。
【００４４】
　請求項５に記載の発明によれば、最小限の操作ステップでコンテンツの出力指示を行う
ことができる。
【００４５】
　請求項６、７、８に記載の発明によれば、最小限の操作ステップで直前の操作をキャン
セルすることができる。
【００４６】
　請求項９に記載の発明によれば、直前の操作のキャンセル方法を明確に表示することが
できる。
【００４７】
　請求項１０に記載の発明によれば、コンテンツの取得及び出力のための次の操作ステッ
プを表示することができる。
【００４８】
　請求項１１、１２に記載の発明によれば、コンテンツと関連付けてコンテンツの取得及
び出力のための次の操作ステップを表示することができる。
【００４９】
　請求項１３に記載の発明によれば、コンテンツと関連付けてコンテンツの取得及び出力
のための次の操作ステップを利用者にわかりやすく表示することができる。
【００５０】
　請求項１４、１５に記載の発明によれば、コンテンツの出力のための次の操作ステップ
を利用者にわかりやすく表示することができる。
【００５１】
　請求項１６に記載の発明によれば、コンテンツの出力のための出力サイズの候補を表示
することができる。
【００５２】
　請求項１７に記載の発明によれば、指定したコンテンツに容易にアクセスすることがで
きる。
【００５３】
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　請求項１８に記載の発明によれば、利用者がコード画像を容易に認識することができる
。
【００５４】
　請求項１９、２０、２１、２２に記載の発明によれば、コード画像を読み取り不可にす
ることができる。
【００５５】
　請求項２３に記載の発明によれば、最小限の操作ステップでコンテンツの印刷のための
プレビュー画面を表示することができる。
【００５６】
　請求項２４、２５に記載の発明によれば、プレビュー画像の表示態様を変更することが
できる。
【００５７】
　請求項２６、２７、２８に記載の発明によれば、プレビュー画面を非表示にすることが
できる。
【００５８】
　請求項２９、３０に記載の発明によれば、最小限の操作ステップで他のコンテンツのプ
レビュー画像を表示することができる。
【００５９】
　請求項３１に記載の発明によれば、最小限の操作ステップで出力設定パラメータを設定
する出力設定画面を表示することができる。
【００６０】
　請求項３２、３３に記載の発明によれば、最小限の操作ステップでコンテンツの出力を
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本実施形態に係る情報処理システムの一例を示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係る情報処理装置の外観図である。
【図３】本実施形態に係る情報処理装置の機能ブロック図である。
【図４】本実施形態に係る画像形成装置の機能ブロック図である。
【図５】情報処理装置としての端末装置のユーザーインターフェースを実現する処理の流
れを示すフローチャートである。
【図６】（ａ）は電源入力後に端末装置に表示される画面の一例を示す図、（ｂ）は端末
装置に表示されるブラウザのログインページを示す図である。
【図７】端末装置に表示されるアプリケーション選択画面を示す図である。
【図８】端末装置に表示されたサムネイルとプリンタアイコンを示す図である。
【図９】変形例１において端末装置に表示されたサムネイルとプリンタアイコンを示す図
である。
【図１０】変形例２において端末装置に表示されたサムネイルとプリンタアイコンを示す
図である。
【図１１】図１１は端末装置１０に表示されたサムネイルとアクティブ状態となったプリ
ンタアイコンを示す図である。
【図１２】端末装置に表示されたサムネイルとタッチ操作により非アクティブ状態となっ
たプリンタアイコンを示す図である。
【図１３】変形例３において端末装置に表示されたサムネイルとプリンタアイコンの近傍
のタッチ操作により非アクティブ状態となったプリンタアイコンを示す図である。
【図１４】変形例４において端末装置に表示されたサムネイルと表示面の空き領域のタッ
チ操作により非アクティブ状態となったプリンタアイコンを示す図である。
【図１５】変形例５において端末装置に表示されたサムネイルと表示面の空き領域のタッ
チ操作により表示されるキャンセルボタンを示す図である。
【図１６】端末装置に表示されたサムネイルとプリンタアイコンとコード画像と紙サイズ
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アイコンを示す図である。
【図１７】変形例６において端末装置に表示されたサムネイルとプリンタアイコンとコー
ド画像ンと紙サイズアイコンを示す図である。
【図１８】変形例７において端末装置に他の表示態様で表示されたサムネイルとプリンタ
アイコンとコード画像と紙サイズアイコンを示す図である。
【図１９】端末装置に表示するプリンタアイコンと紙サイズアイコンの表示態様を示す図
である。
【図２０】変形例８において端末装置に表示するプリンタアイコンと紙サイズアイコンの
表示態様を示す図である。
【図２１】変形例９において端末装置に表示するプリンタアイコンと紙サイズアイコンの
表示態様を示す図である。
【図２２】端末装置に表示されたコードパターンの表示態様を示す図である。
【図２３】端末装置に表示された非アクティブ化されたコードパターンの表示態様を示す
図である。
【図２４】端末装置に表示された停止ボタンの表示態様を示す図である。
【図２５】変形例１０において端末装置に表示する停止ボタンの表示態様を示す図である
。
【図２６】端末装置に表示されたコンテンツのプレビュー画像の表示態様を示す図である
。
【図２７】端末装置に表示されたコンテンツのプレビュー画像の表示態様の一例を示す図
である。
【図２８】端末装置に表示されたコンテンツのプレビュー画像の表示態様の他の一例を示
す図である。
【図２９】端末装置に表示された停止ボタンの表示態様を示す図である。
【図３０】変形例１１において端末装置に表示する停止ボタンの表示態様を示す図である
。
【図３１】端末装置に表示する送るボタンの表示態様を示す図である。
【図３２】変形例１２において端末装置に表示するプレビュー画像の表示態様を示す図で
ある。
【図３３】端末装置に表示する出力設定画面の表示態様を示す図である。
【図３４】端末装置に表示する操作を進めるＯＫボタンの表示態様を示す図である。
【図３５】端末装置に表示する用紙サイズアイコンの表示態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　次に図面を参照しながら、以下に実施形態及び具体例を挙げ、本発明を更に詳細に説明
するが、本発明はこれらの実施形態及び具体例に限定されるものではない。
　また、以下の図面を使用した説明において、図面は模式的なものであり、各寸法の比率
等は現実のものとは異なることに留意すべきであり、理解の容易のために説明に必要な部
材以外の図示は適宜省略されている。
【００６３】
　（１）情報処理システムの全体構成
　図１は本実施形態に係る情報処理システムの一例を示すブロック図、図２は本実施形態
に係る情報処理装置の外観図、図３は本実施形態に係る情報処理装置の機能ブロック図、
図４は本実施形態に係る画像形成装置の機能ブロック図である。
　画像形成システムは、情報処理装置の一例としての端末装置１０と、印刷装置の一例と
しての画像形成装置２０と、サーバ３０と、を含む。端末装置１０、画像形成装置２０及
びサーバ３０は、ネットワークＮＷを介して互いに接続されている。図１に示す例では、
２つの端末装置１０が情報処理システムに含まれているが、１つ以上の端末装置１０が情
報処理システムに含まれていればよい。また、複数のサーバ３０及び複数の画像形成装置
２０が、情報処理システムに含まれていてもよい。
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【００６４】
　端末装置１０は、スマートフォン、タブレット端末、ノートＰＣ、またはデスクトップ
ＰＣ等の装置であり、文字や画像などの各種情報が表示される表示面を有するユーザーイ
ンターフェース部（ＵＩ部）として機能する。
　本実施形態の端末装置１０は、図２に示すように、平板状の筐体１１を有し、筐体１１
の一方の面（図２において上面）に表示部としての表示パネル１２と、入力部としてのタ
ッチパネル１３とが一体となった表示入力部１５を備えている。筐体１１内には表示デバ
イスとその制御に必要な電子回路基板等が収容されている。
【００６５】
　図２では、平面視で略矩形の平板型の端末装置１０を例示するが、筐体１１の外形形状
や表示面の画面形状や画面サイズについては特に制限はなく、様々な形状、サイズに設計
可能である。例えば、表示面の画面サイズとしてＡ４サイズ（２９７ｍｍ×２１０ｍｍ）
程度の表示領域を有する構成とすることができる。
【００６６】
　端末装置１０は、図３に示すように、表示部を構成する表示パネル１２と、表示パネル
１２の表示面上に配置されたタッチパネル１３と、タッチパネル１３から得られるタッチ
信号を検出するタッチ信号検出部１４と、制御手段として機能するＣＰＵ（中央演算処理
装置）と、揮発性記憶手段としてのＲＡＭと、不揮発性記憶手段としてのＲＯＭと、通信
部１６と、不揮発性の記憶手段としての記録部１７と、表示パネル１２の表示内容の更新
制御等を行う表示制御部１８と、装置内の各部に電力を供給する電源部１９と、を備える
。
【００６７】
  タッチパネル１３は、表示パネル１２に対する人の手、指、ペンその他の様々な物体の
接触を検知する接触検知手段として機能する。タッチパネル１３は、表示パネル１２の表
示面上に表示される文字や画像等の情報を視認可能に載置され、利用者の指やペンなどに
よって操作される複数の座標を検出しタッチ信号を生成する。
【００６８】
  タッチ信号検出部１４は、タッチパネル１３から信号を読み出し、タッチパネル１３の
タッチ位置（接触点）を示す信号として出力する。タッチパネル１３を利用者の指やペン
によって操作すると、操作に起因して発生する検出信号が得られ、この信号がＣＰＵに送
られ、ＣＰＵは受信した検出信号を基に表示パネル１２上の操作位置を検出し、接触点の
動きや接触領域などを解析して操作動作を解釈する。
【００６９】
　ＣＰＵ、ＲＯＭや記録部１７が記憶する制御プログラムや制御データにしたがって動作
し、端末装置１０の各部を統括して制御する。また、ＣＰＵは、タッチパネル１３からの
検出信号を解析してユーザーの操作動作を解釈する解析処理手段として機能し、ユーザー
インターフェースを実現する。
  また、表示制御を実行して、表示パネル１２上に各種のアイコンや、スクロールバーな
どのソフトウェアキー画像を表示させたり、画像表示や文字入力等を行うためのウィンド
ウを表示させたりすることができる。
【００７０】
  また、ＣＰＵは、操作検出制御を実行して、タッチパネル１３を通じて、アイコンに対
する操作や、ウィンドウの入力欄に対する文字列の入力を受け付けたり、あるいは、スク
ロールバーを通じた表示画像のスクロール要求を受け付ける。
  更にＣＰＵは、操作検出制御の実行により、タッチパネル１３に対する操作動作を解釈
し、入力操作に応じた入力処理や、各モード切替処理、ソフトウェアキーの表示制御処理
などを行う。
【００７１】
　通信部１６は、端末装置１０に連結される外部機器（本実施形態においては、画像形成
装置２０やサーバ３０）とのインターフェースであり、他の外部機器に通信等又はネット
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ワークにより直接的又は間接的に接続するためのものである。
　通信部１６を介して外部機器から取得した画像データ（コンテンツ）や各種データは、
記録部１７に保存することができる。また、タッチパネル１３を通じて入力された情報な
ども記録部１７に記録することができる。記録部１７に格納されたデータは、表示パネル
１２に表示させることができる他、通信部１６を介して外部に取り出すこともできる。
【００７２】
　図４には、画像形成装置２０の機能構成を示している。
  通信部２１は通信インターフェースであり、他の装置にデータを送信する機能、及び、
他の装置からデータを受信する機能を備えている。通信部２１は、無線通信機能を備えた
通信インターフェースであってもよいし、有線通信機能を備えた通信インターフェースで
あってもよい。
【００７３】
  画像形成部２２は画像形成に関する機能を実行する。具体的には、画像形成部２２は、
スキャン機能、プリント機能、コピー機能及びファクシミリ機能の中の少なくとも１つの
機能を実行する。プリント機能が実行されることにより、画像が用紙等の記録媒体上に印
刷される。
【００７４】
　用紙搬送部２３は、それぞれサイズが異なる用紙を収容する複数の用紙トレイを備え、
各用紙トレイから、選択された用紙を画像形成部２２に供給する。
　ＵＩ部２４は、液晶表示パネル、各種操作ボタン、タッチパネル等を組み合わせて構成
され、画像形成装置２０の使用者は、ＵＩ部２４を介して各種の設定や指示の入力を行う
。また、液晶表示パネルを介して画像形成装置２０の使用者へ各種情報を表示する。
【００７５】
  記憶部２５はＨＤＤ（Hard Disk Drive）やフラッシュメモリ等から成る不揮発性の書
き換え可能な記憶装置であり、例えば、画像形成の命令を示す情報（例えばジョブ情報等
）、プリントの対象となる画像データ、スキャン機能を実行することにより生成されたス
キャンデータ、他の機器のアドレスを示す機器アドレス情報、サーバ３０のアドレスを示
すサーバアドレス情報、各種の制御データ、各種のプログラム、等が記憶される。ＣＰＵ
は、記憶部２５のプログラム記憶領域に記憶されている各種プログラムを実行する。
【００７６】
  サーバ３０は、端末装置１０が処理する画像等の共有ファイル及びアプリケーションプ
ログラムを格納する。端末装置１０は、サーバ３０が格納する共有ファイルを通信部１６
を介して記録部１７にダウンロードし、またはブラウジング可能な状態にする。
【００７７】
　（２）ユーザーインターフェース
　図５は情報処理装置としての端末装置１０のユーザーインターフェースを実現する処理
の流れを示すフローチャートである。以下、サーバ３０の共有ファイルに格納されている
出力可能なコンテンツそれぞれに紐付いている画像に対して、利用者の操作指示を受け付
けて端末装置１０において行われるユーザーインターフェースとしての表示制御について
説明する。
【００７８】
　端末装置１０は、まず、サーバ３０の共有ファイルからダウンロードされ、記録部１７
に記録された画像ファイル（コンテンツ）に紐付いている画像としてのサムネイルＳＮと
、出力指示を進める画像の一例としてのプリンタアイコンＰＩＣを表示パネル１２上に表
示する（Ｓ１０１）。
【００７９】
　図６（ａ）は電源入力後に端末装置１０に表示される画面の一例を示す図、（ｂ）は端
末装置１０に表示されるブラウザのログインページを示す図、図７は端末装置１０に表示
されるアプリケーション選択画面を示す図、図８は端末装置１０に表示されたサムネイル
とプリンタアイコンを示す図である。
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　端末装置１０は、ウェブブラウザアイコンＢＩＣ１（図６（ａ）参照）のタッチにより
ブラウザが起動し、所定のＵＲＬがブラウザに入力されることでブラウザはサーバ３０に
アクセスする。サーバ３０は、ログインページを端末装置１０側のブラウザに送信し（図
６（ｂ）参照）、利用者によるＩＤとパスワード入力を受け付けると、サーバ３０が認証
し図７に示す複数のアプリケーション（図例では４つ）アイコンを表示するアプリケーシ
ョン選択画面に遷移する。
【００８０】
　そして、図８に示すように、プログラムは、１つ以上の画像ファイルをサムネイルＳＮ
１、２、３として整列して表示し、表示された各画像ファイル（本実施例においては、画
像ファイル１、２、３）の近傍にプリンタアイコンＰＩＣ１を配置して表示する。これに
より、コンテンツとプリンタアイコンを関連付けて表示することができる。
【００８１】
　図９は変形例１において端末装置１０に表示されたサムネイルとプリンタアイコンを示
す図である。
　プログラムは、１つ以上の画像ファイルをサムネイルＳＮとして整列して表示し、プリ
ンタアイコンＰＩＣ１は表示面の他のオブジェクト画像と重ならない表示領域に表示する
。これにより、端末装置１０の表示面にプリンタアイコンＰＩＣ１を表示することができ
る。
【００８２】
　図１０は変形例２において端末装置１０に表示されたサムネイルとプリンタアイコンを
示す図である。
　プログラムは、１つ以上の画像ファイルをサムネイルＳＮとして整列して表示し、プリ
ンタアイコンＰＩＣ１は、サムネイルＳＮに重ねて表示する。これにより、コンテンツと
プリンタアイコンをより明確に関連付けて表示することができる。
【００８３】
　図１１は端末装置１０に表示されたサムネイルとアクティブ状態となったプリンタアイ
コンを示す図である。
　プログラムは、利用者によるプリンタアイコンＰＩＣ１のタッチ１回を検知し（Ｓ１０
２）、図１１に示すように、プリンタアイコンＰＩＣ１をアクティブ状態を示すプリンタ
アイコンＰＩＣ２に切り替える。
　尚、プログラムは、複数のプリンタアイコンＰＩＣ１に対する利用者によるタッチ操作
を検知すると、タッチ検知されたプリンタアイコンＰＩＣ１をアクティブ状態を示すプリ
ンタアイコンＰＩＣ２に切り替える。
【００８４】
　図１２は端末装置１０に表示されたサムネイルとタッチ操作により非アクティブ状態と
なったプリンタアイコンを示す図である。
　プログラムは、図１２に示すように、一旦表示態様が変化してアクティブ状態になった
プリンタアイコンＰＩＣ２に対する利用者によるタッチ操作を検知すると、プリンタアイ
コンＰＩＣ２を利用者によるタッチ操作を受け付けない非アクティブ状態のプリンタアイ
コンＰＩＣ３に遷移させる。
　そして、再度、非アクティブ状態に遷移したプリンタアイコンＰＩＣ３のタッチ操作を
検知した場合には、図１１に示すように、プリンタアイコンＰＩＣ３をアクティブ状態を
示すプリンタアイコンＰＩＣ２に切り替える。これにより、最小限の操作ステップで直前
の操作をキャンセルすることができる。
【００８５】
　図１３は変形例３において端末装置１０に表示されたサムネイルとプリンタアイコンの
近傍のタッチ操作により非アクティブ状態となったプリンタアイコンを示す図である。
　変形例３として、プログラムは、図１３に示すように、一旦アクティブ状態になったプ
リンタアイコンＰＩＣ２の表示領域に近い予め定められた領域に対する利用者によるタッ
チ操作を検知すると、プリンタアイコンＰＩＣ２を利用者によるタッチ操作を受け付けな
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い非アクティブ状態のプリンタアイコンＰＩＣ３に遷移させる。
【００８６】
　図１４は変形例４において端末装置１０に表示されたサムネイルと表示面の空き領域の
タッチ操作により非アクティブ状態となったプリンタアイコンを示す図である。
　同様に、プログラムは、変形例４として、サムネイルＳＮ及びプリンタアイコンＰＩＣ
が表示されていない表示面に対する利用者によるタッチ操作を検知すると、プリンタアイ
コンＰＩＣ２を利用者によるタッチ操作を受け付けない非アクティブ状態のプリンタアイ
コンＰＩＣ３に遷移させる。これにより、最小限の操作ステップで直前の操作をキャンセ
ルすることができる。
【００８７】
　図１５は変形例５において端末装置１０に表示されたサムネイルと表示面の空き領域の
タッチ操作により表示されるキャンセルボタンを示す図である。
　プログラムは、変形例５として、サムネイルＳＮ及びプリンタアイコンＰＩＣが表示さ
れていない表示面に対する利用者によるタッチ操作を検知すると、プリンタアイコンＰＩ
Ｃ２を利用者によるタッチ操作を受け付けない非アクティブ状態のプリンタアイコンＰＩ
Ｃ３に遷移させる操作受け付け画像としてのキャンセルボタンＣＩＣ１を表示させる。こ
れにより、直前の操作のキャンセル方法を明確に表示することができる。
【００８８】
　図１６は端末装置１０に表示されたサムネイルとプリンタアイコンとコード画像と紙サ
イズアイコンを示す図である。
　プログラムは、プリンタアイコンＰＩＣ１をアクティブ状態を示すアイコンＰＩＣ２に
切り替えると、図１６に示すようにコード画像の一例としてのＱＲコード（登録商標）ア
イコンＱＩＣ１と出力サイズ画像の一例としての紙サイズアイコンＳＩＣ１をアクティブ
なプリンタアイコンＰＩＣ２の近傍に表示させる（Ｓ１０３）。これにより、コンテンツ
の取得及び出力のための次の操作ステップを表示することができる。
　尚、コード画像としては、二次元コードとしてのＱＲコード（登録商標）に限られず、
他の二次元コードやバーコードのような一次元コードであってもよく、更には三次元コー
ドであってもよい。
【００８９】
　図１７は変形例６において端末装置１０に表示されたサムネイルとプリンタアイコンと
コード画像と紙サイズアイコンを示す図、図１８は変形例７において端末装置１０に他の
表示態様で表示されたサムネイルとプリンタアイコンとコード画像と紙サイズアイコンを
示す図である。
　プログラムは、変形例６として、プリンタアイコンＰＩＣ１をアクティブ状態を示すプ
リンタアイコンＰＩＣ２に切り替えると、図１７に示すように、ＱＲコード（登録商標）
アイコンＱＩＣ１と紙サイズアイコンＳＩＣ１を利用者によるタッチ操作を検知した複数
のプリンタアイコンＰＩＣ２のうち中央に位置するプリンタアイコンＰＩＣ２の表示領域
に近い予め定められた位置に表示する。
　また、図１８に示すように、ＱＲコード（登録商標）アイコンＱＩＣ１と紙サイズアイ
コンＳＩＣ１を表示面の表示領域の範囲内で大きく表示する。これにより、コンテンツと
関連付けてコンテンツの取得及び出力のための次の操作ステップを利用者にわかりやすく
表示することができる。
【００９０】
　図１９は端末装置１０に表示するプリンタアイコンと紙サイズアイコンの表示態様を示
す図である。
　プログラムは、図１９に示すように、紙サイズアイコンＳＩＣ１は、利用者によるタッ
チ操作を検知した複数のプリンタアイコンＰＩＣ２の表示領域に近い予め定められた位置
にプリンタアイコンＰＩＣ２と対にして表示する。これにより、コンテンツの出力のため
の次の操作ステップを利用者にわかりやすく表示することができる。
【００９１】
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　図２０は変形例８において端末装置１０に表示するプリンタアイコンと紙サイズアイコ
ンの表示態様を示す図である。
　プログラムは、図２０に示すように、紙サイズアイコンＳＩＣ１は、利用者によるタッ
チ操作を検知した複数のプリンタアイコンＰＩＣ２の表示領域に近い予め定められた位置
に複数の用紙サイズ候補ごとにプリンタアイコンＰＩＣ２と対にして表示する。これによ
り、コンテンツの出力のための次の操作ステップを利用者にわかりやすく表示することが
できる。
【００９２】
　図２１は変形例９において端末装置１０に表示するプリンタアイコンと紙サイズアイコ
ンの表示態様を示す図である。
　プログラムは、図２１に示すように、紙サイズアイコンＳＩＣ１は、紙サイズアイコン
ＳＩＣ１が長押しされて利用者によるタッチ操作を検知すると、これまでの紙サイズアイ
コンＳＩＣ１に置き換えて複数の用紙サイズ候補の紙サイズアイコンＳＩＣ２、３、４、
５を表示する。これにより、コンテンツの出力のための出力サイズの候補を表示すること
ができる。
【００９３】
　図２２は端末装置１０に表示されたコードパターンの表示態様を示す図である。
　プログラムは、図２２に示すように、ＱＲコード（登録商標）アイコンＱＩＣ１のタッ
チ１回を検知し（Ｓ１０５）、端末装置１０の表示面の最前面に別ウィンドウＷＤ１で画
像ファイルが格納されたサーバ３０にアクセスできるＵＲＬに紐付くコード化されたコー
ドパターンの一例としてのＱＲコード（登録商標）で表示する（Ｓ１０６）。これにより
、利用者が二次元コードパターンを容易に認識し、指定したコンテンツに容易にアクセス
することができる。
【００９４】
　図２３は端末装置１０に表示された非アクティブ化されたコードパターンの表示態様を
示す図である。
　プログラムは、図２３に示すように、ＱＲコード（登録商標）が外部機器により読み取
られたことが検知された場合、ＱＲコード（登録商標）の表示を利用者による読み取り操
作を受け付けない状態のＱＲコード（登録商標）ＱＩＣ２に変化させる。
　また、ＱＲコード（登録商標）が表示されて予め定められた時間が経過した場合、ＱＲ
コード（登録商標）の表示を利用者による読み取り操作を受け付けない状態に変化させる
。尚、図２３に示すように、ＱＲコード（登録商標）の表示を利用者による読み取り操作
を受け付けない状態に変化させることなく、ＱＲコード（登録商標）を表示するウィンド
ウＷＤ１を非表示にしてもよい。
　これにより、二次元コードパターンを読み取り不可状態にすることができる。
【００９５】
　図２４は端末装置１０に表示された停止ボタンの表示態様を示す図である。
　プログラムは、図２４に示すように、ＱＲコード（登録商標）の表示領域内に、検知し
た利用者によるタッチ操作に応じてＱＲコード（登録商標）の表示を利用者による読み取
り操作を受け付けない状態のＱＲコード（登録商標）ＱＩＣ２に変化させる操作受け付け
画像としての停止ボタンＰＢ１を表示する（Ｓ１０６）。
　プログラムは、停止ボタンＰＢ１のタッチ操作を検知した場合（Ｓ１０７）、ＱＲコー
ド（登録商標）の表示を利用者による読み取り操作を受け付けない状態に変化させるか、
またはＱＲコード（登録商標）を表示するウィンドウＷＤ１を非表示にする。これにより
、コード画像を読み取り不可状態にすることができる。
【００９６】
　図２５は変形例１０において端末装置１０に表示する停止ボタンの表示態様を示す図で
ある。
　プログラムは、図２５に示すように、端末装置１０の表示面においてＱＲコード（登録
商標）を表示するウィンドウが表示されていない表示領域の予め定められた位置に、検知
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した利用者によるタッチ操作に応じてＱＲコード（登録商標）の表示を利用者による操作
指示を受け付けない状態に変化させる操作受け付け画像としての停止ボタンＰＢ１を表示
する（Ｓ１０６）。
　プログラムは、停止ボタンＰＢ１のタッチ操作を検知した場合（Ｓ１０７）、ＱＲコー
ド（登録商標）の表示を利用者による読み取り操作を受け付けない状態のＱＲコード（登
録商標）ＱＩＣ２に変化させるか、またはＱＲコード（登録商標）を表示するウィンドウ
ＷＤ１を非表示にする。これにより、コード画像を読み取り不可状態にすることができる
。
【００９７】
　図２６は端末装置１０に表示されたコンテンツのプレビュー画像の表示態様を示す図で
ある。
　プログラムは、図２６に示すように、紙サイズアイコンＳＩＣ１のタッチ１回を検知し
（Ｓ１０８）、端末装置１０の表示面の最前面に別ウィンドウで、コンテンツを出力する
ためのプレビュー画像ＰＶ１が表示されたプレビュー画面ＷＤ２を表示する（Ｓ１０９）
。これにより、最小限の操作ステップでコンテンツの印刷のためのプレビュー画面ＷＤ２
を表示することができる。
【００９８】
　図２７は端末装置１０に表示されたコンテンツのプレビュー画像の表示態様の一例を示
す図、図２８は端末装置１０に表示されたコンテンツのプレビュー画像の表示態様の他の
一例を示す図である。
　プログラムは、図２７に示すように、利用者のピンチイン操作（図中　矢印Ｒ１参照）
、ピンチアウト（図中　矢印Ｒ２参照）操作に応じて、表示されたコンテンツのプレビュ
ー画像ＰＶ１を拡大表示、または、縮小表示する。また、図２８に示すように、端末装置
１０の回転に応じて、表示されたコンテンツのプレビュー画像ＰＶ１を回転表示する。こ
れにより、プレビュー画像ＰＶ１の表示態様を変更することができる。
【００９９】
　図２９は端末装置１０に表示された停止ボタンの表示態様を示す図である。
　プログラムは、図２９に示すように、プレビュー画像ＰＶ１の表示領域内に、検知した
利用者によるタッチ操作に応じてプレビュー画像ＰＶ１を非表示にする操作受け付け画像
としての停止ボタンＰＢ２を表示する（Ｓ１０９）。プログラムは、停止ボタンＰＢ２の
タッチ操作を検知した場合（Ｓ１０７）、コンテンツのサムネイル画像表示に遷移する。
これにより、一旦表示したプレビュー画面ＷＤ２を非表示にすることができる。
【０１００】
　図３０は変形例１１において端末装置１０に表示する停止ボタンの表示態様を示す図で
ある。
　プログラムは、図３０に示すように、端末装置１０の表示面においてプレビュー画像Ｐ
Ｖ１を表示するウィンドウＷＤ２が表示されていない表示領域の予め定められた位置に、
検知した利用者によるタッチ操作に応じてプレビュー画像ＰＶ１を非表示にする操作受け
付け画像としての停止ボタンＰＢ２を表示する（Ｓ１０９）。プログラムは、停止ボタン
ＰＢ２のタッチ操作を検知した場合（Ｓ１０７）、コンテンツのサムネイル画像表示に遷
移する。これにより、最小限の操作ステップで一旦表示したプレビュー画面ＷＤ２を非表
示にすることができる。
【０１０１】
　図３１は端末装置１０に表示する送るボタンの表示態様を示す図である。
　プログラムは、図３１に示すように、表示中のプレビュー画像ＰＶ１を他のコンテンツ
に切り換えるための操作受け付け画像としての送るボタンＰＢ３を表示し、送るボタンＰ
Ｂ３に対する利用者によるタッチ操作を検知すると、現在表示しているコンテンツとは異
なる他のコンテンツのプレビュー画像ＰＶ２を表示する。これにより、最小限の操作ステ
ップで他のコンテンツのプレビュー画像を表示することができる。
【０１０２】
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　図３２は変形例１２において端末装置１０に表示するプレビュー画像の表示態様を示す
図である。
　プログラムは、図３２に示すように、表示中のプレビュー画像ＰＶ１に対する利用者の
タッチ操作を検知すると、現在表示しているコンテンツとは異なる他のコンテンツのプレ
ビュー画像ＰＶ２（図３１　参照）を表示する。これにより、最小限の操作ステップで他
のコンテンツのプレビュー画像を表示することができる。
【０１０３】
　図３３は端末装置１０に表示する出力設定画面の表示態様を示す図である。
　プログラムは、図３３に示すように、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付
け画像としてのＯＫボタンＰＢ４を表示して、ＯＫボタンＰＢ４に対する利用者によるタ
ッチ操作を検知すると、プレビュー中のコンテンツの出力（印刷）設定パラメータを設定
するための出力（印刷）設定画面ＰＤ１を表示する。これにより、最小限の操作ステップ
で出力（印刷）設定パラメータを設定する出力（印刷）設定画面を表示することができる
。
【０１０４】
　図３４は端末装置１０に表示する操作を進めるＯＫボタンの表示態様を示す図である。
　プログラムは、図３４に示すように、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付
け画像としてのＯＫボタンＰＢ４を表示して、ＯＫボタンＰＢ４に対する利用者によるタ
ッチ操作を検知する（Ｓ１１０）と、プレビュー中のコンテンツの印刷ジョブを端末装置
１０と接続された画像形成装置２０に送信し（Ｓ１１１）、端末装置１０の表示面に「プ
リントしました」を表示する（Ｓ１１２）。これにより、最小限の操作ステップでコンテ
ンツの出力（印刷）を行うことができる。
【０１０５】
　図３５は端末装置１０に表示する用紙サイズアイコンの表示態様を示す図である。
　プログラムは、図３５に示すように、表示中の設定を確定して操作を進める操作受け付
け画像としてのＯＫボタンＰＢ４を表示して、ＯＫボタンＰＢ４に対する利用者によるタ
ッチ操作を検知する（Ｓ１１０）と、利用者によるタッチ操作で選択可能な紙サイズアイ
コンＳＩＣ１、２、３、４、５を一覧表示する。
　その後、用紙サイズアイコンに対する利用者によるタッチ操作を検知すると、プレビュ
ー中のコンテンツの印刷ジョブを端末装置１０と接続された画像形成装置２０に送信し（
Ｓ１１１）、端末装置１０の表示面には「プリントしました」を表示する（Ｓ１１２）。
プレビュー中のコンテンツの印刷ジョブを端末装置１０と接続された画像形成装置２０に
送信する。これにより、最小限の操作ステップでコンテンツの出力（印刷）を行うことが
できる。
【０１０６】
　その後、端末装置１０の表示面のいずれかに対する利用者によるタッチ操作を検知する
（Ｓ１１３）と、コンテンツのプレビュー画像ＰＶ１を表示するプレビュー画面ＷＤ２を
非表示にして、コンテンツのサムネイルとプリンタアイコンを表示パネル１２上に表示す
る。
【０１０７】
　以上のユーザーインターフェースによってコンテンツの出力指示を容易に行うことがで
きる。
　これまで本発明については、図面に示した特定の実施形態に従って説明してきたが、本
発明は図面に示した実施形態に限定されるものではなく、本発明の効果を奏する限り、こ
れまで知られた構成及び態様であっても採用することができる。例えば、端末装置１０に
ついてはタッチパネル１３を備えて利用者のタッチ操作を検知する態様について説明した
が、端末装置１０はマウス等による選択操作を受け付けて処理を進めてもよい。
【符号の説明】
【０１０８】
１０・・・端末装置
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　１２・・・表示パネル
　１３・・・タッチパネル
　１４・・・タッチ信号検出部
　１６・・・通信部
　１７・・・記録部
　１８・・・表示制御部
２０・・・画像形成装置
３０・・・サーバ
ＰＩＣ・・・プリンタアイコン
ＳＩＣ・・・紙サイズアイコン
ＱＩＣ・・・ＱＲコード（登録商標）アイコン
ＳＮ・・・サムネイル
ＰＶ・・・プレビュー画像
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】
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